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開 発 事 業 事 前 協 議 書 

開 発 者 氏 名  

開発区域の所在地 橿原市 

協議完了年月日 年  月  日 

協 
 
 
 
議 
 
 
 
事 
 
 
 
項 

 

協 
 
議 
 
事 
 
項 
 
の 
 
対 
 
応 

 

上 記 の 通 り 協 議 い た し ま し た 。 

開 発 者（代 理 人） 

 

 

橿原市       部       課 

課 
 
長 

 
 
 

補 
 
佐 

 
 
 

係 
 
長 

 
 
 

係 
 
員 

 
 
 

 年  月  日



年  月  日 

 

（あて先） 橿 原 市 長 

 

 

住  所   

       

氏  名   

 

 

公 共 施 設 の 引 継 申 請 書 

 

年  月  日第    号により許可されました開発行為に関する公共施設の工事が完了しましたの

で、別紙関係書類添付のうえ公共施設の引き継ぎを申請いたします。 

 

記 

 

●開発行為の所在地 

 

 

●開発行為地の面積 

 

 

●開発者の住所氏名 

 

 

●添 付 書 類   １．公共施設明細書  １．帰属する土地の表示 

１．印鑑証明書    １．登記承諾書    １．登記原因証明情報 

１．地積測量図    １．地籍図 

１．登記簿謄本（登記事項証明書の全部事項証明） 

１．開発行為及び公共施設の検査済証（写） 

１．工事写真（奈良県 土木工事施工管理基準 写真管理基準による） 

１．別表（引き継ぎする公共施設別の添付書類について） 

１．その他（誓約書、ＣＡＤデータ等、市長が必要とするもの） 

 

※公共施設の引継申請書は、検査時までに必ず提出してください。 

※工事写真は、公共施設ごとに分けて提出すること。 

※検査済証（写）については、交付後速やかに提出すること。 

 
 



公 共 施 設 明 細 書 
 

№ 

種類 概要 

材料品質 摘要 

名称 場所 起点 終点 幅又は径 延長 面積 

１        

２        

３        

４        

５        

６        

７        

８        

９        

１０        

 

 
 
 



 

 

帰 属 す る 土 地 の 表 示 
 

用 途 所 在 地 番 地 目 地 籍（㎡） 所 有 者 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 
 



 

 

別表（引き継ぎする公共施設別の添付書類について） 
 

調 整 池 

項目 備考 データ様式 

排水ポンプの操作マニュアル  PDF 

 
 

公   園 

項目 備考 データ様式 

遊具等の品質証明書 構造計算や使用材料がわかるも PDF 

遊具等の保証書  原本 

公園施設図等  PDFおよびdxf 

公園施設調書 【別紙１】 PDF 

占用物一覧表 【別紙２】 PDF 

占用物件位置図  PDF 

公共料金支払い一覧表 【別紙３】 PDF 

自治会等との協議簿  PDF 

備品一覧表 【別紙４】 PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

開発事業に関する協定書 

 
 
橿原市開発指導要綱（以下「要綱」という。）第４条第２項の規定により、橿原市（以下「甲」と

いう。）と○○ ○○（以下「乙」という。）は、乙が行う下記の開発事業（以下「開発事業」という。）

に関し、異議なく協議が成立したので、次のとおり協定する。 
 

記 
 
開発区域の所在地   橿原市 
開発区域の面積    〇〇．〇〇㎡ 
建築物の用途     〇〇 
 
 
第１条 乙は、甲に提出した開発事業事前協議最終案のとおり開発事業を行う。 
２  乙は、甲の開発事業に係る指示事項（別紙）を遵守するとともに、橿原市開発指導要綱、橿

原市開発指導基準及び奈良県開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)並びに都市計

画法等の関係法令に基づき、開発事業を行う。 
第２条 開発事業に係る紛争が生じた場合は、乙が一切の責任をもって処理する。 
第３条 甲及び乙は、開発事業に関し特記事項として次に揚げる事項を遵守する。 

特記事項 
この協定書の有効期限は協定成立の日から１年間とする。 
１年を経た日以後に、乙がこの開発事業の都市計画法第２９条の許可を申請しようとする 
場合は、再度、甲と協議をおこなうものとする。 

第４条 開発事業事前協議最終案及び協議事項の変更並びに本協定書に定めのない事項については、

要綱の趣旨に基づき、甲乙協議の上、処理するものとする。 
 
以上のとおり協定した証として、この証書２通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
令和 年  月  日 

 
甲  住    所    橿原市八木町１丁目１番１８号 

氏    名    橿原市長 亀田 忠彦             印 

 

 

乙  住    所     

氏    名                           印 

 
 
 
 
 
 
 
 

参考 



 

 

公共施設の用に供する土地の帰属 

及び公共施設の管理に関する覚書 
 
橿原市（以下「甲」という。）と○○ ○○（以下「乙」という。）は、乙が行う次頁に示す開発事

業（以下「開発事業」という。）により設置される公共施設の用に供する土地（以下「公共施設用地」

という。）の帰属及び公共施設の管理について、都市計画法（以下「法」という。）第３２条の規定及

び橿原市開発指導要綱（以下「要綱」という。）に基づく協議が成立したので、甲乙との間において、

次のとおり覚書を締結する。 
 

記 
 
第１条 乙は、甲との開発事業に係る協議事項を遵守し、開発事業事前協議最終案のとおり公共施設

の整備を行う。 
第２条 乙は、法第４０条の規定及び要綱に基づく協議により、甲に帰属することとなった公共施設

用地を、法第３６条第３項の規定に基づく完了公告の日の翌日をもって甲に無償により譲渡す

る。 
２ 乙は、公共施設用地を甲に無償により譲渡するために甲が必要とする書類を、法第３６条第２

項に規定する検査済証の交付を受ける日までに甲に提出するものとする。 
第３条 公共施設の管理については、法第３９条の規定に基づき、前条の公共施設用地が帰属される

までの間は乙が行い、帰属された後は甲が行うものとする。ただし、当該公共施設のうち、道

路にあっては、帰属後においても甲が市道または市管理道路として引継ぎする（建物建築戸数

約８０％以上完成）まで乙が管理を行うものとする。 
２ 乙は、前項の管理引継ぎを行う前に甲の検査を受け、補修又は改良の必要なものについては、

直ちに乙の費用負担にて、その補修又は改良を行うものとする。 
第４条 この覚書に定めのない事項については、要綱の趣旨に基づき、甲乙が協議の上処理するもの

とする。 
 
以上のとおり覚書を締結した証として、この証書２通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有す

る。 
 
令和 年  月  日 

 
甲  住    所    橿原市八木町１丁目１番１８号 

氏    名    橿原市長 亀田 忠彦             印 

 

 

乙  住    所     

氏    名                           印 

 
 
 
 
 
 

参考 



 

 

 
開発区域の所在地   橿原市〇〇 
開発区域の面積    〇〇．〇〇㎡ 
建築物の用途     〇〇 
 
 
公共施設 
１．道  路           〇〇．〇〇㎡ 
２．排水施設 

雨水管       ＦＲＰφ３００      Ｌ＝３３．０５ｍ 
汚水人孔         φ９００       ４基 

汚水本管      ＰＲＰφ２００      Ｌ＝９５．７０ｍ 
宅内汚水桝        φ２００       １０箇所 
汚水取付管      ＶＵφ１５０      Ｌ＝２４．７０ｍ     

３．公  園          〇〇．〇〇㎡ 

４．〇〇〇〇          〇〇．〇〇㎡ 
 
帰属する公共施設用地 

土 地 の 標 示 
土 地 所 有 者 の 
住 所 及 び 氏 名 

帰 属 す る 
公 共 施 設 
用 地の面 積 町 名 地 番 地 目 公 簿 面 積 

○○町 ○○番○  〇〇．〇〇㎡ 

 
 
 
 
 

〇〇．〇〇㎡ 
（    ） 

○○町 ○○番○  〇〇．〇〇㎡ 

 
 
 
 
 

〇〇．〇〇㎡ 
（    ） 

 
特記事項 
開発工事完了後生じた施工上の誤差については、甲乙共にこれを受認し意義を申し立てない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 



 

 

開発事業事前協議の流れ 
 

１．事前相談 
（奈良県又は中和土木事務所※Ⅰ及び橿原市 開発事業関係課※Ⅱ） 

  ↓ 

２．開発事業事前協議申請書の提出 
（建築安全推進課へ開発事業事前協議申請書を６部提出すること。） 
（利害関係のある住民と協議を終えていること。別紙「関係住民と協議すべき事項」参照。） 

  ↓ 

３．開発事業関係課との協議※Ⅱ 

  ↓ 

４．開発事業事前協議書の締結 
（協議内容により事前協議書締結なしの場合あり。） 

  ↓ 

５．開発事業事前協議申請書の最終案及び開発行為許可申請書の提出※Ⅲ 

  ↓ 

６．協定書・覚書の締結（要綱第４条第２項・第２０条第３項）及び開発行為許可申請書の経由※Ⅳ 
（開発事業事前協議の完了＝都市計画法第３２条協議の完了） 
 
 
※Ⅰ相談事項：奈良県開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)並びに都市計画法等の関係法

令について 
開発区域が 1,000 ㎡以上の場合は奈良県、1,000 ㎡未満の場合は中和土木事務所となります。 

※Ⅱ相談事項：橿原市開発指導要綱及び指導基準について 
別紙「開発事業に係る協議及び相談事項の主管課（開発事業関係課）」参照 

※Ⅲ同時に公開標識の写真や締結した協議書の写しを提出してください。 
※Ⅳ橿原市における経由標準処理日数は１４日程度（但し土日祝日等及び補正に要する日数は除く） 

開発行為許可申請書は橿原市で受付し、奈良県又は中和土木事務所での許可となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

関係住民と協議すべき事項 
 
要綱第５条及基準第３の利害関係者（関係住民）の協議については、下記を参考とすること。 
（１）地元代表者との協議 
下記の内容について、橿原市が指示する地元の代表者及び水利関係の代表者に説明・協議すること。 
ア 説明事項 
１．開発計画及び事業計画について図面（市提出図面と同じもの又はその縮小図面）を提出し説

明すること。 
２．工事期間、進入路、安全対策、工事に伴う周辺建築物への影響等について資料提出（進入路

図面・ガードマン配置図・防護柵設置図・工事事務所位置図・工事現場体制等）し説明するこ

と。 
３．日照、電波障害、駐車場計画及び交通安全対策等について資料提出（影響範囲の根拠図面・

駐車場配置図等）し説明すること。 
イ 協議事項 
周知すべき範囲や周知方法、周知時期については地元の代表者と協議すること。但し、隣接者と

の協議は（２）によること。 
 
（２）隣接者との協議 
開発事業事前協議の申請までに、開発事業について十分説明し、理解を得られるよう協議すること。

また、事前協議完了後においても継続して協議が必要な場合は、今後の方針について協議経過報告書

（様式第３号）に記載すること。 
なお、隣接者とは、公図（一部地の場合でも、その地番全域を開発区域とみなす）上、接している

土地の地権者もしくは住民とする。ただし、隣接地が里道や水路等の場合は、その部分の反対側の境

界線までを開発区域とみなす。 
 

（３）通学・通園についての協議 
橿原市が指示する関係学校等に工事期間、進入路、安全対策、工事に伴う周辺建築物への影響等に

ついて資料（進入路図面・ガードマン配置図・防護柵設置図・工事事務所位置図・工事現場体制等）

を提出し説明すること。 
 

（４）その他の利害関係者との協議 
上記の他、橿原市が指示する者及び協議が必要と思われる者と協議すること。 

 
（５）協議報告（指定の様式に別紙と記載したうえで、任意の様式で取りまとめても可） 
事前協議完了後に予定している協議及び説明会等についても、経過報告すること。 
ア 協議経過報告書に記載すべき内容 

協議先名及びその住所氏名、連絡先 
協議した日時及び場所、出席者名（地元側及び開発者側） 
説明内容・協議先要望事項及びそれに対する回答又は対応策 

イ 協議経過報告書に添付すべき図書 
協議先へ提出した資料・図面等 

 
 
 
 



 

 

開発事業に係る協議及び相談事項の主管課（開発事業関係課） 
 

協議及び相談事項 主 管 課 

開発行為等許可申請・建築確認申請・建設リサイクル法・奈良県住み

よい福祉のまちづくり条例・建築物省エネ法 
建築安全推進課 

市道路に関する許認可（掘削占用・形状変更・明示等）・公共施設の

帰属手続き・道路建設・橿原市の管理する法定外公共物（里道、水路

等）・交通安全施設 
建設管理課 

河川・排水路・管路敷・調整池・街路事業 道路河川課 

公園・緑地・屋外広告物・景観・風致・歴風・自然環境・生産緑地 公園緑地景観課 

都市計画（都市計画道路・都市計画区域等）・国土法公拡法・駐車場

法・区画整理・地区計画・交通関係 
都市計画課 

上水道 上水道課 

公共下水道（汚水） 下水道課 

農業振興地域・農業水利・農道 農政課 

大規模小売店舗立地法 企業立地推進室 

農地転用 農業委員会事務局 

防犯灯 市民協働課 

集会施設の用地 資産経営課 

公害対策 環境政策課 

ゴミの搬入・処理 環境施設課 

ゴミの収集 収集業務課 

屎尿の汲み取り・浄化槽 
資源循環課（浄化センタ

ー） 

保育所 こども未来課 

通学路・通園路 
教育委員会 

学校教育課 

学校 教育総務課 

文化財の保護 文化財保存活用課 

防火水槽 危機管理課 

 
 
 


